
 

堺市報道提供資料 

令和 8 年 5 月 15 日提供 

 

新たな防災気象情報の運用開始に伴い 

本市の土砂災害・高潮の避難情報発令基準を変更します 
 

堺市では、気象庁が令和 8 年 5 月 29 日（金）より新たな防災気象情報の運用を開始することから、本市にお

ける土砂災害と高潮に関する避難情報の発令基準を変更します。 

 

1 変更日 

令和 8 年 5 月 29 日（金） 

 

2 主な変更内容（詳細は別紙参照） 

避難情報 変更内容 

土砂災害 
①気象台が発表する防災気象情報の警戒レベルに合わせて避難情報を発令 

②警戒レベル 3 及び 4 の基準からメッシュ情報※1 の確認を削除 

高潮 
①気象台が発表する防災気象情報の名称変更との整合 

②警戒レベル 3 及び 4 の予測潮位を、防潮堤計画潮位（O.P.※2+4.7m）に変更 

※1 気象庁が提供する洪水や土砂災害の危険度を階級表示（黄、赤、紫、黒）した分布図 

※2 大阪湾最低潮位（Osaka Peil） 

 

<土砂災害に関する避難情報発令基準> 

発令情報 基準 

警戒レベル 5 

（緊急安全確保） 

土砂災害が発生した場合（市職員等が確認した場合） 

レベル 5 土砂災害特別警報が発表された場合 

または、土砂災害に関するメッシュ情報が黒色（災害切迫）となった場合 

警戒レベル 4 

（避難指示） 

レベル 4 土砂災害危険警報が発表された場合 

または、土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）

が発見された場合 

警戒レベル 3 

（高齢者等避難） 
レベル 3 土砂災害警報が発表された場合 

 

<高潮に関する避難情報発令基準> 

発令情報 基準 

警戒レベル 5 

（緊急安全確保） 
レベル５高潮特別警報が発表された場合 

警戒レベル 4 

（避難指示） 

レベル４高潮危険警報が発表され予測潮位が防潮堤計画ライン（O.P.＋4.7m）を超え

る場合 

警戒レベル 3 

（高齢者等避難） 

レベル３高潮警報が発表され、予測潮位が防潮堤計画ライン（O.P.＋4.7m）を超える

場合 

 



 

3 その他 

変更後の避難情報発令基準は、以下の堺市ホームページをご確認ください。 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/kojo/hinan/hatureikizyun.html 
 

問
い
合
わ
せ
先 

担 当 課：危機管理室 防災課 

電 話：072-228-7605 

フ ァ ッ ク ス：072-222-7339 

 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/kojo/hinan/hatureikizyun.html


レベル２注意報
・ハザードマップ等で災害リスクを再確認する
・自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認する

・避難に時間がかかる高齢者等は危険な場所から避難する
・高齢者等以外の人も必要に応じて避難の準備や自主避難レベル３警報

・危険な場所から全員避難する
※台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了レベル４危険警報

・すでに安全な避難ができず、命が危険な状況
・今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動等するレベル５特別警報

レベル1早期注意情報 ・災害への心構えを一段高める

災害
発生

数日～
1日前

半日～
数時間前

数時間～
３時間前

２時間～
０時間前

時
間
推
移
の
イ
メ
ー
ジ

警戒
レベル

市町村 気象台

住民が
とるべき行動避難情報等

河川氾濫
１級河川などの
大きな河川の氾濫

大雨
低地の浸水や

大河川以外の氾濫

土砂災害
急傾斜地のがけ崩れや

土石流

高潮
海水面の上昇や

波の打上げによる浸水

５ 緊急安全確保
５
相
当

レベル５
氾濫特別警報

レベル５
大雨特別警報

レベル５
土砂災害特別警報

レベル５
高潮特別警報

命の危険
直ちに安全確保！

＜警戒レベル４までに危険な場所から かならず避難！＞

４ 避難指示
４
相
当

レベル４
氾濫危険警報

レベル４
大雨危険警報

レベル４
土砂災害危険警報

レベル４
高潮危険警報

危険な場所から
全員避難

３ 高齢者等避難
３
相
当

レベル３
氾濫警報

レベル３
大雨警報

レベル３
土砂災害警報

レベル３
高潮警報

避難に時間を要する人
は早めに避難、避難の準
備など

２ （気象台が発表する情報→）
レベル２
氾濫注意報

レベル２
大雨注意報

レベル２
土砂災害注意報

レベル２
高潮注意報

避難行動を確認（避難
場所や避難ルート、避難
のタイミングなど）

１ （気象台が発表する情報→） 早期注意情報 災害への心構えを高める

☑令和8年5月29日（金）から
気象警報が大きく変わります

☑避難のタイミングをレベルで判断
☑土砂災害・高潮の避難情報
発令基準を変更します（裏面）

警報・注意報の情報名に「レベル」が
付記されます

警戒レベル３（高齢者等避難）に相当

「警戒レベル4相当」の情報は
「危険警報」として発表されます



発令情報 基準

警戒レベル5
(緊急安全確保)

土砂災害が発生した場合（市職員等が確認した場合）
レベル5土砂災害特別警報が発表された場合
または、土砂災害に関するメッシュ情報が黒色（災害切迫）となった場合

警戒レベル4
(避難指示)

レベル4土砂災害危険警報が発表された場合
または、土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水
量の変化等）が発見された場合

警戒レベル3
(高齢者等避難)

レベル3土砂災害警報が発表された場合

発令情報 基準

警戒レベル5
(緊急安全確保)

レベル５高潮特別警報が発表された場合

警戒レベル4
(避難指示)

レベル４高潮危険警報が発表され予測潮位が防潮堤計画ライン（O.P.＋
4.7m）を超える場合

警戒レベル3
(高齢者等避難)

レベル３高潮警報が発表され、予測潮位が防潮堤計画ライン（O.P.＋
4.7m）を超える場合

発令情報 基準
大和川 西除川 東除川 石津川

柏原 野田 古川橋 戎橋 万崎橋

警戒レベル5
(緊急安全確保)

危険箇所氾濫想定水位に到達した場合
レベル5氾濫特別警報/レベル5氾濫発生情報が
発表された場合（国管理河川）
レベル5氾濫発生情報が発表された場合（府管
理河川等）
堤防が決壊する恐れがある場合（堤防の決壊に
つながるような大量の漏水や亀裂等が発見された
場合）又は決壊や越水・溢水が発生した場合
（河川管理者、水防管理者、消防機関等から連
絡があった場合）

7.00m 2.07m 3.16m 5.12m 5.28m

警戒レベル4
(避難指示)

氾濫危険水位に到達した場合
氾濫危険水位到達前にレベル4氾濫危険警報が
発表された場合（国管理河川に限る）

5.30m 1.60m 2.60m 4.20m 3.45m

警戒レベル3
(高齢者等避難)

避難判断水位に到達し、さらに水位が上昇し、氾
濫危険水位に到達する見込みとなった場合
氾濫危険水位到達前にレベル4氾濫危険警報を
発表する予定であることが通知された場合（国管
理河川に限る）

4.70m 1.40m 2.40m 3.85m 3.10m

○土砂災害に関する避難情報発令基準

○高潮に関する避難情報発令基準

○河川氾濫・内水氾濫に関する避難情報発令基準

※大和川を除く河川氾濫・内水氾濫は、市内を4ブロックに分けて避難情報を発令します。


